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候補地の二次選定方法（案）について 

 

 二次選定方法は，６つの評価項目について点数付けを行い，各項目に配点（重み付け）し，

比較評価することとする。 

 

１．評価方法 

（１）二次選定の評価方法 

 一次選定によって絞り込んだ候補地を対象に，以下の６つの評価項目について評価する。 

 

表１ 二次選定の評価方法 

評価項目 評価方法 

（１）幹線道路からの距離及び

接続容易性 

幹線道路から候補地までのアクセス道路を想定し，そ

の距離を測定する。さらに，道路の新設，改修，拡幅

が必要となる区間の延長及びトンネルの新設や架橋

が必要となる箇所数を調査して評価する。 

（２）中間処理施設からの距離 

実態調査※１の基礎データをもとに，最終処分する廃棄

物の排出量が多い中間処理事業者を30社程度抽出し，

それら事業者の施設の位置と候補地の直線距離を計

測する。事業者ごとに距離に最終処分量を乗じて重み

付けし，その合計値を算出して評価する。 

（３）下水道からの距離 

200 万㎥を基準に，最大 270万㎥に相当する放流水 300

～400 ㎥/日程度の放流が可能な下水道が整備されて

いる地点を市町村ヒアリングにより調査し，候補地下

流側外縁部までの最短経路となる道路延長を調査し

て評価する。 

（４）地権者数 
公図，登記簿を入手し，候補地内の地権者数を調査し

て評価する。 

（５）建設費 

各候補地に抽出条件である敷地面積要件（30ha 以上），

埋立容量要件（200 万㎥）を確保した場合の概略施設

配置図を作成した上で，建設費※２の大小を把握して評

価する。 

（６）施設配置の容易性 

概略施設配置図をもとに，支障物件の回避の可否や，

沢の切り回し等の地形条件の課題を整理するととも

に，最適な施設配置及び動線を確保するための土地の

開発可能性を評価する。 

※１「令和元年度宮城県産業廃棄物実態推定業務報告書（平成 30 年度推計結果）」（2020 年

３月，宮城県環境生活部） 

※２ 建設費算定方法：候補地毎に作成した概略配置図から埋立面積を算出し，文献*を参

考にして埋立地建設費を算定する。また，埋立面積から浸出水処理施設規模を設定し，

文献*を参考にして浸出水処理施設建設費を算定する。 

（*参考文献：田中信壽,環境安全な埋立処分場の建設,技報堂出版,2000 年１月） 
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２．評価基準 

（１）配点 

配点（重み付け）は，各評価項目の重要度に応じて配分する。令和元年 11 月策定「宮城

県産業廃棄物最終処分場整備基本方針」では，次期最終処分場整備を進めるにあたっての重

要事項として，①適地選定・用地取得，②排水処理，③事業主体選定の３項目を挙げている。

それらのうち，候補地選定に関係する２項目と二次選定評価項目の関連性は下図のとおり。 

 

〔基本方針で定める重要事項〕             〔検討段階〕 

①適地選定・ 

用地取得 

・法的規制や地形的制約条件によ

る支障がない土地 
 ゾーニング及び一次選定 

・用地取得の容易性   

・工事期間の短縮  二次選定 

・埋立容量 170 万 m3以上の確保  (１)幹線道路からの距離 

及び接続容易性 

・幹線道路への接続の容易性  (２)中間処理施設からの距離 

②排水処理 ・適正な排水処理環境の確保  (３)下水道からの距離 

③事業主体選定 ・（一案として）公社の業務継続  (４)地権者数 

   (５)建設費 

   (６)施設配置の容易性 
    

 

図１ 重要事項に対する二次選定評価項目の関連性 

 

重要事項と関連の大きい，（１）幹線道路からの距離及び接続容易性，（３）下水道からの

距離，（４）地権者数に加え，早期検討段階から経済性を考慮するといった理由から重要度

が高いと考えられる（５）建設費については，重み付けを行う（案：２倍加点等）。 

 

（２）評価ランク 

相対評価とする。評価項目ごとに順位付けを行い，順位に応じて次のように評価ランク

（得点）をつける。 

1 位 ●点 

2 位 ■点 
   …  

 

（３）選定の基準 

重み付けを考慮した得点の合計値（総合評価値）が著しく低い候補地は除外する（案：総

合評価値が総配点の５割以下を足切りとする等）。また，選定された候補地が同一市町村に

複数存在する場合は，総合評価値の高い１か所のみを選定する。 

他事例でも一般的な検討項目であり，

早期から経済性を考慮する観点から 


